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63 日唐除免官当法に関する若干の考察（小林　宏）

は
し
が
き

　

前
稿
「
養
老
名
例
律
贈
位
条
に
つ
い
て
─
─
そ
の
立
法
上
の
意
義
─
─
」（『
國
學
院
法
學
』
第
五
六
巻
第
三
号
）
に
お
い
て
、
筆
者

は
同
条
に
見
え
る
日
本
独
自
の
規
定
「
職
事
初
位
与
八
位
同
」
を
取
り
上
げ
、
日
本
律
令
撰
者
が
こ
の
規
定
を
新
し
く
設
け
た
立
法
上

の
意
図
や
意
義
に
つ
い
て
聊
か
考
察
を
試
み
た
。
即
ち
我
が
律
令
撰
者
は
、
官
位
制
の
最
下
級
の
位
で
あ
る
初
位
を
職
事
の
初
位
と
非

職
事
の
初
位
と
の
両
種
に
別
ち
、
と
り
わ
け
前
者
に
対
し
て
は
律
の
除
免
官
当
法
を
適
用
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
基
本
的
に
は
官
人

と
し
て
の
身
分
を
認
め
、
後
者
と
の
区
別
を
明
確
に
し
た
と
し
、
且
つ
同
条
に
見
る
撰
者
の
立
法
技
術
に
つ
い
て
も
、
若
干
ふ
れ
る
と

日
唐
除
免
官
当
法
に
関
す
る
若
干
の
考
察

小　

林　
　
　

宏

二　

日
唐
官
制
の
相
違

　
　

は
し
が
き

一　

除
免
官
当
法
適
用
後
の
再
叙
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こ
ろ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
初
位
を
右
の
両
種
に
別
ち
、
職
事
の
初
位
を
八
位
と
見
做
し
て
、
こ
れ
に
刑
事
上
の
特
典
を
与
え
た
こ
と

は
、
唐
の
除
免
官
当
法
を
導
入
す
る
に
当
っ
て
、
唐
制
の
そ
れ
と
は
異
質
の
も
の
を
そ
こ
に
持
ち
込
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
す
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
点
に
関
し
て
更
に
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

一　

除
免
官
当
法
適
用
後
の
再
叙

　

養
老
名
例
律
21
叙
法
条
は
、
除
名
、
免
官
、
免
所
居
官
、
官
当
の
処
分
を
受
け
た
も
の
の
再
叙
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
除
名
は
官

位
、
勲
位
の
す
べ
て
を
追
毀
し
て
身
分
を
庶
人
に
落
し
、
課
役
を
負
担
せ
し
め
る
が
、
そ
の
官
位
、
勲
位
は
六
載
の
後
、
一
定
の
叙
法

に
從
っ
て
再
叙
す
る
。
免
官
は
官
位
、
勲
位
の
両
者
、
及
び
そ
れ
よ
り
二
等
低
い
歴
任
の
位
記
を
追
毀
す
る
が
、
三
載
の
後
、
官
位
、

勲
位
は
、
そ
れ
ぞ
れ
先
位
よ
り
二
等
を
降
し
て
再
叙
す
る
。
免
所
居
官
は
官
位
、
勲
位
の
中
、
そ
の
何
れ
か
一
方
、
即
ち
官
位
を
有
す

れ
ば
官
位
を
、
有
し
な
け
れ
ば
勲
位
を
追
毀
す
る
が
、
一
周
年
の
後
、
先
位
よ
り
一
等
を
降
し
て
再
叙
す
る
。
官
当
は
免
所
居
官
と
同

じ
く
一
周
年
の
後
、
先
位
よ
り
一
等
を
降
し
て
再
叙
す
る
。

　

前
記
名
例
律
21
の
疏
に
は
、
除
名
の
罪
を
犯
し
た
官
人
が
再
叙
さ
れ
る
場
合
の
叙
法
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
次
に
掲
げ
る
養
老
選
叙
令
37
除
名
応
叙
条
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

凡
犯
除
名
限
満
応
叙
者
。
三
位
以
上
。
録
狀
奏
聞
聴
勅
。
其
正
四
位
。
於
從
七
位
下
叙
。
從
四
位
。
於
正
八
位
上
叙
。
正
五
位
。

於
正
八
位
下
叙
。
從
五
位
。
於
從
八
位
上
叙
。
六
位
七
位
。
並
於
大
初
位
上
叙
。
八
位
初
位
。
並
於
少
初
位
下
叙
。
若
有
出
身
位

高
此
法
者
。
仍
從
高
。
免
官
。
免
所
居
官
亦
准
此
。
出
身
。
謂
。
藉
蔭
及
秀
才
明
経
之
類
。
即
才
優
擢
授
者
。
並
不
拘
常
例
。

　

右
の
条
文
は
大
宝
令
に
は
存
せ
ず
、
養
老
令
に
至
っ
て
補
わ
れ
た
規
定
で
あ
る
が
（
続
紀
、
慶
雲
三
年
二
月
庚
寅
条
参
照
）、
そ
こ
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に
は
重
要
な
問
題
が
二
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
ず
八
位
と
初
位

0

0

の
官
人
が
除
名
の
罪
を
犯
せ
ば
、
六
載
の
後
、
少
初
位
下
に
叙

せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
除
名
と
い
う
附
加
刑
が
官
人
に
科
せ
ら
れ
る
の
は
、
位
記
に
よ
っ
て
流
徒
の
実
刑
を
代
替
す
る
官
当

法
が
適
用
さ
れ
る
八
位
以
上
で
あ
る
か
ら
（
名
例
律
17
官
当
条
）、
初
位
は
律
の
い
う
「
官
位
」
の
中
に
は
入
ら
ず
、
本
来
、
除
名
が

科
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
筈
で
あ
る
。
も
し
除
名
が
初
位
に
科
せ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
初
位
」
は
八
位
と
同
じ
法
的
な
扱
い
を

受
け
る
職
事
の
初
位
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
職
事
の
初
位
に
対
し
、
除
免
官
当
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

前
稿
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
第
一
の
問
題
点
で
あ
る
。

　

次
に
前
掲
養
老
選
叙
令
37
に
見
え
る
再
叙
の
官
位
の
等
級
は
、
唐
選
挙
令
相
当
条
に
お
け
る
官
品
の
等
級
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、

と
く
に
唐
令
の
「
六
品
七
品
。
並
於
從
九
品
上
叙
。
八
品
九
品
。
並
於
從
九
品
下
叙
」（『
唐
令
拾
遺
補
』
一
〇
七
〇
頁
）
が
日
本
令
で

は
、「
六
位
七
位
。
並
於
大
初
位
上
叙
。
八
位
初
位
。
並
於
少
初
位
下
叙
」
と
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
即
ち
唐
で
は
六
品
以
下
の

再
叙
の
官
品
は
從
九
品
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
六
位
以
下
の
再
叙
の
官
位
は
初
位
で
あ
る
。
こ
の
日
唐
に
お
け
る
除
名
後
に
再

叙
さ
れ
る
最
下
級
の
官
位
、
官
品
は
、
日
唐
官
制
上
の
大
き
な
相
違
と
し
て
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
（
後
述
）。
こ
れ
が
第
二
の

問
題
点
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
右
の
第
二
の
問
題
点
と
関
連
し
て
、
免
官
、
免
所
居
官
、
官
当
の
処
分
を
受
け
た
も
の
が
再
叙
さ
れ
る
場
合
の
最
下
級

の
官
位
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
そ
れ
を
探
る
為
に
、
次
に
養
老
名
例
律
21
の
後
段
の
律
文
⑴
と
疏
文
⑵
と
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

⑴
若
官
尽
未
叙
。
更
犯
流
以
下
罪
者
。
聴
以
贖
論
。ａ
　謂
。
後
叙
合
得
八
位
以
上
者
。
叙
限
各
從
後
犯
計
年
。
不
在
課
役
之
限
。

⑵
不
在
課
役
。
謂
。
有
叙
限
故
。
免
其
課
役
。ｂ
　依

令
。
初
位
免
徭
役
。
其
初
位
未
叙
之
間
。
免
役
從
課
。
上
文
官
尽
未
叙
。
更
犯
流

以
下
罪
者
。
聴
以
贖
論
。
注
云
。
後
叙
合
得
八
位
以
上
者
。
彼
文
則
守
後
叙
。
明
此
亦
不
異
。

　

右
の
本
注
の
傍
線
部
ａ
「
謂
。
後
叙
合
得
八
位
以
上
者
」
と
疏
文
の
傍
線
部
ｂ
「
依
令
」
以
下
は
、
何
れ
も
唐
名
例
律
21
除
名
者
条
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に
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
法
文
は
な
く
、
日
本
律
に
お
い
て
新
し
く
設
け
た
も
の
で
あ
る
（
傍
線
部
ａ
ｂ
以
外
は
唐
律
と
同
文
）。
何

故
、
日
本
律
で
は
傍
線
部
ａ
の
注
文
を
付
加
し
た
の
か
。
律
文
⑴
は
当
免
、
即
ち
免
官
、
免
所
居
官
、
官
当
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の

「
官
」（
位
記
の
意
）
を
失
い
、
ま
だ
再
叙
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
更
に
流
以
下
の
罪
を
犯
し
た
と
き
は
贖
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
ま
た

課
役
を
も
負
担
し
な
い
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
何
故
、
課
役
を
負
担
し
な
い
か
と
い
え
ば
、
当
免
法
に
よ
っ
て
「
官
」
が
す
べ
て
尽
き

て
し
ま
っ
て
も
、
後
に
再
叙
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
再
叙
さ
れ
る
迄
の
期
間
も
課
役
を
免
除
す
る
と
い
う

の
で
あ
る
（
疏
文
⑵
の
「
謂
。
有
叙
限
故

0

0

0

0

。
免
其
課
役
」）。
唐
制
に
お
い
て
は
、
当
免
に
よ
り
、
す
べ
て
の
官
品
を
失
っ
て
再
叙
さ
れ

る
最
下
級
の
官
品
は
從
九
品
下
で
あ
っ
て
、
從
九
品
下
以
上
の
流
内
の
官
品
を
有
す
る
も
の
は
、
課
役
は
す
べ
て
免
除
さ
れ
る
（
唐
戸

令
。『
唐
令
拾
遺
補
』
一
〇
一
四
頁
）。
し
か
し
日
本
律
に
お
い
て
、
当
免
に
よ
り
、
す
べ
て
の
官
位
を
失
っ
て
再
叙
さ
れ
る
最
下
級
の

官
位
が
初
位
（
大
初
位
上
以
下
、
少
初
位
下
以
上
）
で
あ
る
と
す
る
と
、
初
位
は
賦
役
令
19
舎
人
史
生
条
に
よ
り
徭
役
は
免
除
さ
れ
る

が
、
課
（
調
）
は
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
為
、
日
本
律
撰
者
は
新
し
く
注
文
ａ
を
付
加
し
、
再
叙
さ
れ
る
位
を
課
役
が
す
べ

て
免
除
さ
れ
る
八
位
以
上
（
戸
令
５
戸
主
条
）
に
限
定
し
て
律
文
「
不
在
課
役
之
限
」
と
の
整
合
性
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

　

今
、
律
文
⑴
だ
け
を
読
む
と
、
日
本
律
撰
者
は
当
免
に
よ
っ
て
再
叙
さ
れ
る
最
下
級
の
位
を
八
位
（
從
八
位
下
）
に
限
定
し
た
か
の

よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
日
本
律
撰
者
の
立
法
の
意
図
が
そ
う
で
は
な
い
こ
と
は
、
前
掲
疏
文
⑵
の
傍
線
部
ｂ
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て

明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
ｂ
の
文
意
は
や
や
難
解
で
あ
る
が
、
一
応
、
次
の
よ
う
に
解
し
て
お
き
た
い
。
即
ち
賦
役
令
19
に
よ
れ
ば
、
初

位
は
役
は
免
除
さ
れ
る
が
、
課
は
徴
収
さ
れ
る
か
ら
、
再
叙
が
初
位
と
な
る
場
合
の
未
叙
の
期
間
は
、
や
は
り
役
を
免
除
し
、
課
は
徴

収
す
る
こ
と
と
す
る
。
前
掲
律
文
「
官
尽
未
叙
。
更
犯
流
以
下
罪
者
。
聴
以
贖
論
」
の
本
注
「
謂
。
後
叙
合
得
八
位
以
上
者
」
も
、
再

叙
を
考
慮
し
て
八
位
以
上
に
再
叙
さ
れ
る
も
の
は
未
叙
の
間
も
課
役
を
免
除
す
る
と
し
た
が
、
再
叙
を
考
慮
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て

は
、
初
位
の
未
叙
の
場
合
も
前
掲
本
注
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
。
即
ち
疏
文
の
傍
線
部
ｂ
は
、
再
叙
が
初
位
と
な
る
場
合
を
想
定
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し
、
そ
の
未
叙
の
間
の
租
税
負
担
に
関
し
て
、「
免
役
從
課
」
と
い
う
新
し
い
法
的
基
準
を
定
立
す
る
と
共
に
、
日
本
律
に
本
注
ａ
を

付
加
し
た
理
由
（「
彼
文
則
守
後
叙

0

0

0

」）
を
あ
げ
て
、
そ
の
理
由
を
根
拠
に
前
記
初
位
に
関
す
る
疏
の
立
法
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

　

以
上
か
ら
前
掲
名
例
律
21
の
後
段
の
規
定
⑴
⑵
に
関
す
る
日
本
律
撰
者
の
立
法
の
意
図
は
、
当
免
に
よ
っ
て
再
叙
さ
れ
る
最
下
級
の

位
は
八
位
で
は
な
く
、
初
位
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
注
ａ
は
律
文
「
不
在
課
役
之
限
」
と
の
整
合
性
を
図
る
為

に
唐
律
本
注
に
そ
れ
を
新
し
く
付
加
し
た
の
で
あ
っ
て
、
当
免
に
よ
っ
て
再
叙
さ
れ
る
最
下
級
の
位
を
八
位
に
限
定
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

さ
て
、
前
掲
選
叙
令
37
に
は
、「
八
位
初
位
。
並
於
少
初
位
下
叙
」
と
あ
っ
て
、
少
初
位
下
の
官
人
が
除
名
の
罪
を
犯
し
て
も
、
六

載
の
後
は
少
初
位
下
に
再
叙
さ
れ
る
か
ら
最
下
級
の
少
初
位
下
だ
け
は
保
障
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
免
官
、
免
所
居

官
、
官
当
の
場
合
は
ど
う
か
。
今
、
養
老
軍
防
令
35
犯
除
名
条
を
あ
げ
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

凡
勲
位
犯
除
名
。
限
満
応
叙
者
。
一
等
於
九
等
叙
。
二
等
於
十
等
叙
。
三
等
於
十
一
等
叙
。
四
等
以
下
於
十
二
等
叙
。
其
官
当
及

免
官
。
免
所
居
官
。
計
降
卑
於
此
法
者
。
聴
從
高
叙
。

　

本
条
は
勲
位
を
保
持
す
る
も
の
が
除
名
の
罪
を
犯
し
、
等
級
を
降
し
て
再
叙
さ
れ
る
場
合
の
叙
法
の
規
定
で
あ
っ
て
、
そ
の
最
下
級

の
勲
位
は
勲
十
二
等
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
「
計
降
卑
於
此
法
者
。
聴
從
高
叙
」
と
あ
っ
て
、
官
当
、
免
官
、
免
所
居
官
に
よ

っ
て
、
先
位
よ
り
一
等
な
い
し
二
等
を
降
す
場
合
に
勲
十
二
等
よ
り
も
低
く
な
っ
て
し
ま
う
と
き
は
、
勲
十
二
等
に
再
叙
す
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
養
老
軍
防
令
35
の
規
定
は
、
唐
名
例
律
21
除
名
者
条
の
本
注
「
即
降
品
卑
於
武
騎
尉
者
。
聴
從
武
騎
尉
叙
」
を
継
受

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
勲
位
に
当
免
法
を
適
用
し
た
後
の
再
叙
に
当
っ
て
は
、
最
下
級
の
勲
十
二
等
は
保
障
す
る
と
い
う
規

定
で
あ
）
（
（
る
。
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右
の
軍
防
令
35
と
対
を
為
す
規
定
が
前
掲
選
叙
令
37
で
あ
っ
た
。
但
し
、
そ
こ
に
は
「
若
有
出
身
位
高
此
法
者
。
仍
從
高
。
免
官
。

免
所
居
官
亦
准
此
」
と
あ
る
が
、
前
掲
軍
防
令
35
の
如
き
免
官
、
免
所
居
官
、
官
当
を
犯
し
た
も
の
に
対
し
、
最
下
級
の
官
位
に
再
叙

す
る
こ
と
を
保
障
す
る
と
い
う
明
文
は
見
え
な
い
。
し
か
し
勲
位
の
場
合
に
最
下
級
の
勲
十
二
等
の
再
叙
が
保
障
さ
れ
て
い
る
以
上
、

文
位
（
官
位
）
の
場
合
も
最
下
級
の
少
初
位
下
の
再
叙
は
保
障
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
官
人
に
対
し
て
科
せ
ら

れ
る
附
加
刑
の
中
、
最
も
重
い
除
名
の
罪
に
お
い
て
少
初
位
下
の
再
叙
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
除
名
よ
り
も
軽
い
免
官
、
免

所
居
官
、
官
当
の
場
合
は
当
然
、
少
初
位
下
の
再
叙
は
保
障
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
更
に
選
叙
令
17
本
主
亡
条
の
義
解
に
は
、「
即

須
毀
先
位
。
猶
当
免
之
人

0

0

0

0

。
後
叙

0

0

之
位

0

0

。
与
先
位
同
階

0

0

0

0

0

者
。
仍
毀
先
位
也
」（
国
史
大
系
本
『
令
集
解
』
四
九
二
頁
、
五
行
、
右
列
）

と
あ
っ
て
、
当
免
に
よ
っ
て
再
叙
さ
れ
る
位
が
先
位
と
同
階
と
な
る
場
合
は
、
先
位
の
位
記
を
毀
棄
し
て
新
し
い
位
記
を
授
与
す
る
と

し
て
い
る
。
こ
こ
に
再
叙
の
位
が
先
位
と
同
階
と
な
る
場
合
と
い
う
の
は
、
少
初
位
下
の
も
の
が
当
免
の
罪
を
犯
し
た
と
き
で
も
、
少

初
位
下
に
留
ま
る
こ
と
を
指
す
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
日
本
で
は
除
名
、
免
官
、
免
所
居
官
、
官
当
の
処
分
後
に
再
叙
さ
れ
る
最
下
級
の
官
位
は
、
何
れ
も
初

位
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
当
免
の
再
叙
に
当
っ
て
、
官
位
の
等
級
を
一
等
な
い
し
二
等
を
降
し
て
少
初
位
下
よ
り
も
低
く
な
る
こ
と
が

あ
っ
て
も
、
除
名
の
場
合
と
同
様
、
少
初
位
下
に
留
ま
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

二　

日
唐
官
制
の
相
違

　

こ
こ
で
職
事
の
初
位
の
再
叙
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
除
名
の
場
合
の
再
叙
は
、
前
掲
選
叙
令
37
に
初
位

（
職
事
）
は
六
載
の
後
、
少
初
位
下
に
叙
せ
ら
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
免
官
、
免
所
居
官
、
官
当
の
場
合
の
再
叙
は
、
先
位
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よ
り
二
等
な
い
し
一
等
を
降
さ
れ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
降
限
が
、
た
と
い
少
初
位
下
よ
り
も
低
く
な
っ
て
も
、
な
お
少
初
位

下
に
留
ま
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ら
、
何
れ
に
し
て
も
職
事
の
初
位
の
再
叙
は
初
位
に
叙
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
以
上
か
ら
職
事
の

初
位
に
対
し
、
除
免
官
当
法
を
適
用
し
て
再
叙
さ
れ
る
位
は
初
位
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
初
位
は
文
字
通
り
の
初
位
で
あ
っ
て
、

も
は
や
職
事
の
初
位
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
免
官
、
免
所
居
官
、
官
当
の
場
合
は
、
前
掲
名
例
律
21
の
疏
に
、

「
其
初
位
未
叙
之
間
。
免
役
從
課

0

0

0

0

」
と
あ
っ
て
、
再
叙
さ
れ
る
初
位
に
非
職
事
の
初
位
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ

る
。
ま
た
除
名
の
場
合
は
、
前
掲
選
叙
令
に
、「
八
位
初
位
。
並
於
少
初
位
下
叙
」
と
あ
っ
て
、
八
位
と
初
位
と
は
六
載
の
後
、
共
に

少
初
位
下
に
再
叙
さ
れ
る
が
、
も
し
職
事
の
初
位
の
官
人
が
職
事
の
少
初
位
下
に
再
叙
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
八
位
の
官
人
の
再
叙
（
非

職
事
の
少
初
位
下
）
よ
り
も
優
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
不
合
理
で
あ
る
。
從
っ
て
職
事
の
初
位
に
除
免
官
当
法
を
適
用
し
た
後
に
再

叙
さ
れ
る
初
位
は
、
何
れ
も
職
事
官
と
し
て
の
初
位
で
は
な
く
、
位
記
の
保
持
者
と
し
て
の
初
位
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

日
本
の
律
令
制
に
あ
っ
て
は
、
一
般
に
位
と
職
と
は
分
離
し
て
い
る
か
ら
除
免
官
当
に
よ
っ
て
追
毀
さ
れ
る
の
は
位
記
で
あ
っ
て
、

唐
の
告
身
の
如
き
任
官
辞
令
で
は
な
い
。
從
っ
て
再
叙
さ
れ
る
も
の
も
位
で
あ
っ
て
職
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
唐
制
で
は
職
事
官
の
官

品
と
官
職
と
は
分
離
せ
ず
、
両
者
は
一
体
で
あ
っ
て
、
單
一
の
告
身
に
よ
っ
て
両
者
は
同
時
に
被
叙
任
者
に
授
与
さ
れ
）
（
（
る
か
ら
、
前
記

再
叙
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
こ
が
日
本
の
官
制
と
は
異
な
る
処
で
あ
る
。
職
事
の
初
位
を
八
位
と
見
做
し
て
、
そ
れ
に
除
免
官

当
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
関
し
て
の
み
い
え
ば
、
そ
れ
は
職
事
官
の
官
品
と
官
職
と
が
一
体
を
成
す
唐
制
に
類
似
す
る
が
、
職
事
の
初

位
の
再
叙
に
当
っ
て
は
、
や
は
り
唐
制
と
は
異
な
り
、
位
と
職
と
は
分
離
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
養
老
律
に
お
い
て
は
八
位
以
上
、
及
び
職
事
の
初
位
の
官
人
に
対
し
除
免
官
当
法
を
適
用
し
て
、
そ
の
保
持
す

る
位
記
を
追
毀
し
、
法
定
の
期
間
後
に
再
叙
す
る
場
合
の
位
に
は
八
位
以
上
の
他
に
初
位
が
あ
っ
た
。
即
ち
再
叙
に
つ
い
て
い
え
ば
、

除
名
は
正
六
位
以
下
、
免
官
は
從
八
位
上
以
下
、
免
所
居
官
、
官
当
は
從
八
位
下
以
下
が
そ
れ
ぞ
れ
、
す
べ
て
初
位
と
な
る
。
し
か
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し
、
こ
の
日
本
の
制
は
唐
制
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
唐
制
に
お
い
て
除
免
官
当
に
よ
っ
て
再
叙
さ
れ
る
職
事
官
、
散
官

の
最
下
級
の
官
品
は
從
九
品
下
で
あ
る
が
、
当
免
の
再
叙
に
際
し
て
官
品
の
等
級
を
一
等
な
い
し
二
等
を
降
し
て
從
九
品
下
よ
り
も
低

く
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
從
九
品
下
に
留
ま
る
こ
と
は
日
本
の
場
合
と
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
唐
制
の
從
九
品
下
以

上
は
流
内
官
で
あ
っ
て
、
流
内
の
官
品
を
有
す
る
職
事
官
、
散
官
、
勲
官
は
除
免
官
当
の
処
分
を
受
け
て
も
、
最
下
級
の
從
九
品
下

（
勲
官
は
從
七
品
）
の
再
叙
は
保
障
さ
れ
、
死
刑
と
五
流
に
当
る
罪
を
犯
さ
な
い
限
り
実
刑
は
科
せ
ら
れ
ず
、
基
本
的
に
官
人
と
し
て

の
身
分
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
）
3
（
い
。
日
本
の
律
令
制
に
お
い
て
も
八
位
以
上
に
再
叙
さ
れ
た
場
合
は
、
や
は
り
唐
制
と
同
様
、
律
に
定

め
ら
れ
た
刑
事
上
の
特
典
や
令
に
定
め
ら
れ
た
租
税
負
担
上
の
特
典
等
が
認
め
ら
れ
、
基
本
的
に
は
官
人
と
し
て
身
分
に
変
更
は
な

い
。
し
か
し
初
位
に
再
叙
さ
れ
た
場
合
は
、
初
位
は
唐
制
の
流
外
官
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
律
の
「
官
位
」
の
中
に
は
入
ら
ず
、

官
人
の
特
典
に
関
す
る
律
の
適
用
か
ら
は
除
外
さ
れ
、
令
に
お
い
て
も
位
記
授
与
の
手
続
、
租
税
の
負
担
、
大
学
生
の
入
学
資
格
等
、

初
位
に
対
し
て
は
八
位
以
上
と
著
し
い
待
遇
上
の
差
が
設
け
ら
れ
て
い
）
4
（
る
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
律
に
お
け
る
除
免
官
当
法
は
、
八
位
以
上
及
び
八
位
と
見
做
さ
れ
る
職
事
の
初
位
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
が
、
そ

れ
ら
が
一
定
期
間
後
に
再
叙
さ
れ
る
場
合
は
、
八
位
以
上
と
初
位
と
い
う
身
分
を
異
に
す
る
両
種
の
官
人
を
生
む
結
果
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
但
し
勲
位
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
持
者
に
対
す
る
除
免
官
当
法
適
用
後
に
再
叙
さ
れ
る
勲
位
は
勲
十
二
等
以
上
で
あ
っ
て
（
前

掲
軍
防
令
35
）、
勲
十
二
等
以
上
は
八
位
以
上
と
同
じ
く
官
当
法
の
適
用
が
許
さ
れ
る
か
ら
（
官
位
令
、
名
例
律
11
・
17
）、
基
本
的
に

は
官
人
と
し
て
の
身
分
は
保
証
さ
れ
、
文
位
（
官
位
）
の
如
き
問
題
は
生
じ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
文
位
の
場
合
は
、
そ
の
保
持
者
に
対

す
る
除
免
官
当
法
適
用
後
、
除
名
、
免
官
、
免
所
居
官
・
官
当
の
三
者
に
よ
っ
て
降
さ
れ
る
先
位
の
等
級
は
異
な
る
も
の
の
、
初
位
に

再
叙
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
た
の
で
あ
）
5
（
る
。

　

以
上
を
総
括
す
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
唐
制
に
あ
っ
て
は
、
流
内
官
で
あ
る
職
事
官
、
散
官
が
除
免
官
当
に
よ
っ
て
再
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叙
さ
れ
る
最
下
級
の
官
品
は
從
九
品
下
で
あ
り
、
同
じ
く
流
内
官
で
あ
る
勲
官
が
再
叙
さ
れ
る
最
下
級
の
官
品
は
從
七
品
で
あ
る
か

ら
、
流
内
官
が
除
免
官
当
の
罪
を
犯
し
て
も
、
基
本
的
に
は
官
人
と
し
て
の
身
分
が
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
日
本
の
律
令
制

に
あ
っ
て
は
、
八
位
以
上
と
職
事
の
初
位
に
対
す
る
除
免
官
当
法
適
用
後
に
再
叙
さ
れ
る
官
位
に
は
、
唐
の
流
内
官
の
官
品
に
相
当
す

る
八
位
以
上
と
流
外
官
の
官
品
に
相
当
す
る
初
位
と
の
両
種
が
存
在
し
た
。
從
っ
て
、
そ
こ
に
は
唐
制
の
如
き
除
免
官
当
法
に
お
け
る

官
人
の
身
分
に
関
す
る
、
制
度
と
し
て
の
論
理
の
一
貫
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
日
本
の
律
令
制
に
お
い
て
も
、
前
掲
名
例
律
21
の
本
注

に
「
謂
。
後
叙
合
得
八
位
以
上
」
と
あ
る
よ
う
に
、
除
免
官
当
法
適
用
後
に
再
叙
さ
れ
る
官
位
を
八
位
以
上
に
限
定
す
れ
ば
、
唐
制
と

同
様
、
そ
の
論
理
に
首
尾
一
貫
性
が
見
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
事
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
日
本
律
令
に
お
い
て
、
何
故
、
再
叙
の
最
下
級
の
位
を
初
位
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
難
問
で
あ
っ
て
、
そ
の
理

由
に
つ
い
て
は
別
途
、
日
本
の
律
令
官
制
に
お
け
る
「
初
位
」
の
も
つ
特
異
性
や
そ
の
意
義
等
に
関
し
て
総
合
的
に
考
察
し
、
判
断
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
当
面
考
え
ら
れ
る
の
は
、
た
と
い
八
位
以
上
の
官
人
、
も
し
く
は
職
事
の
初
位
の
官
人
が
除
免
官
当
の
処
分
を

受
け
て
初
位
に
再
叙
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
初
位
の
位
記
を
得
た
も
の
が
再
び
職
事
官
に
任
命
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
職
事
の
初

位
と
し
て
八
位
と
見
做
さ
れ
る
と
い
う
道
が
残
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
「
職
事
初
位

与
八
位
同
」
と
い
う
名
例
律
15
贈
位
条
の
規
定
が
働
い
て
除
免
官
当
法
適
用
後
に
お
け
る
再
叙
の
位
に
八
位
以
上
と
初
位
と
い
う
二
種

の
性
質
を
も
つ
位
を
生
み
、
唐
の
除
免
官
当
法
の
導
入
に
お
い
て
、
唐
制
と
は
異
質
の
も
の
を
そ
こ
に
持
ち
込
む
こ
と
に
繋
が
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
再
叙
後
の
初
位
の
保
持
者
が
再
び
職
事
官
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
八
位
の
官

人
と
見
做
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
述
の
我
が
除
免
官
当
法
に
見
る
、
制
度
と
し
て
の
論
理
の
首
尾
一
貫
性
の
欠
如
も
、
実
質
的
に

は
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
法
理
よ
り
も
運
用
を
、
思
弁
よ
り
も
実
践
を
重
ん
ず
る
日
本
律
令
制
定
者
の
意
向
が
反
映
さ
れ

て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
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（
１
）　

高
塩
博
「
大
宝
・
養
老
二
律
の
異
同
に
つ
い
て
」『
日
本
律
の
基
礎
的
研
究
』（
汲
古
書
院
、
昭
和
六
十
二
年
）
二
一
三
・
四
頁
参
照
。

（
２
）　

律
令
研
究
会
編
『
譯
註
日
本
律
令
五　
唐
律
疏
議

譯
註
篇
一
』（
滋
賀
秀
三
執
筆
、
東
京
堂
出
版
、
昭
和
五
十
四
年
）
一
〇
三
頁
参
照
。

（
３
）　

但
し
免
官
、
免
所
居
官
、
官
当
の
処
分
を
受
け
、
且
つ
す
べ
て
の
官
品
を
失
っ
た
も
の
が
再
叙
さ
れ
る
迄
の
期
間
中
に
、
更
に
流
以
下
の
罪
を
犯
し

た
と
き
は
贖
が
許
さ
れ
る
が
（
唐
名
例
律
21
）、
除
名
の
処
分
を
受
け
た
も
の
は
、
そ
の
官
爵
す
べ
て
が
剥
奪
さ
れ
て
庶
人
の
身
分
に
落
さ
れ
る
か
ら

（
但
し
歳
役
は
庸
を
以
て
代
納
、
雑
徭
・
点
防
は
免
除
。
同
上
疏
）、
前
記
期
間
中
に
更
に
流
以
下
の
罪
を
犯
し
た
場
合
は
、
恐
ら
く
実
刑
が
科
せ
ら
れ
た

で
あ
ろ
う
。

（
４
）　

八
位
以
上
と
初
位
と
に
お
け
る
律
令
条
文
上
の
待
遇
の
差
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
養
老
名
例
律
贈
位
条
に
つ
い
て
─
─
そ
の
立
法
上
の
意
義
─
─
」

『
國
學
院
法
學
』
第
五
六
巻
第
三
号
、
一
一
頁
以
下
、
曾
我
部
靜
雄
「
中
国
の
品
階
制
度
と
我
が
位
階
制
度
」『
律
令
を
中
心
と
し
た
日
中
関
係
史
の
研

究
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
三
年
）
一
八
五
頁
以
下
、
野
村
忠
夫
「
律
令
勲
位
制
の
基
本
問
題
─
─
そ
の
性
格
と
機
能
と
を
中
心
に
─
─
」『
律
令
官

人
制
の
研
究　

増
訂
版
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
二
年
）
三
六
一
頁
以
下
等
参
照
。

（
５
）　

勲
位
（
勲
十
二
等
以
上
）
に
対
し
て
除
免
官
当
法
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
勲
位
の
性
質
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
勲
位
の
特
典

は
、
文
位
の
特
典
に
比
し
て
一
般
に
低
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
除
免
官
当
法
適
用
後
に
お
い
て
も
、
な
お
勲
十
二
等
が
保
障
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

勲
位
の
保
持
者
は
罪
を
犯
し
て
も
一
定
の
犯
罪
以
外
は
流
徒
の
実
刑
が
科
せ
ら
れ
ず
、
基
本
的
に
は
官
人
と
し
て
の
身
分
を
生
涯
奪
わ
れ
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
文
位
に
比
し
て
大
き
な
特
典
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。


